
議案第２６号 

 

大田原市自家用有償バス設置条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市自家用有償バス設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年３月１日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄 

 



大田原市自家用有償バス設置条例の一部を改正する条例 

大田原市自家用有償バス設置条例（平成４年条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

番号 路線名 起点 主たる経由地 終点 運行日 

１ 金田方面

循環線 

大田原市役

所 

小滝・羽田・寒井・練貫 大田原市役所 休日及び年末年

始を除く毎日 

２ 野崎方面

循環線 

大田原市役

所 

加治屋・薄葉・下石上 大田原市役所 休日及び年末年

始を除く毎日 

３ 那須塩原

駅線 

那須塩原駅

東口 

今泉・大田原市役所・若

草・国際医療福祉大学 

道の駅那須与

一の郷 

年末年始を除く

毎日 

４ 大田原市

内循環線 

大田原市役

所 

中田原・若草・美原・本

町 

西那須野駅東

口 

年末年始を除く

毎日 

５ 金丸線 道の駅那須

与一の郷 

国際医療福祉大学・市野

沢・練貫・東小屋 

那須塩原駅東

口 

年末年始を除く

毎日 

６ 雲巌寺線 雲巌寺前 黒羽高校・黒羽支所・黒

羽向町 

那須塩原駅東

口 

年末年始を除く

毎日 

７ 須賀川線 黒羽郵便局

前 

黒羽支所・雲岩寺 石畑 年末年始を除く

毎日 

８ 蛭田・湯

津上線 

やすらぎの

湯 

蛭田・片府田・宇田川・

美原・中央 

大田原市役所 年末年始を除く

毎日 

９ 大田原女

子高線 

那須塩原駅

東口 

今泉・住吉町・元町 大田原女子高

校前 

休日及び年末年

始を除く毎日 

１０ 黒磯駅・

黒羽高校

線 

黒磯駅東口 鍋掛・寒井・堀之内 黒羽高校 休日及び年末年

始を除く毎日 

１１ まちなか

循環線 

大田原市役

所 

末広・中央・中田原 大田原市役所 年末年始を除く

毎日 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


